
■保険証を更新します
後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険者証）は、市内に住所を有するすべての75歳以上の方と、

65～74歳で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方に交付されます。
現在の保険証の有効期限は７月31日までです。７月中に新しい保険証を送付しますので、８月１日から使用して

ください。新しい保険証は、薄い赤色に変わります。

■今年度の保険料額を決定しました
５月末までに県の後期高齢者医療制度の

被保険者になった方には、７月中旬に「後
期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付
します。保険料額や納付方法が記載されて
いますので確認してください。

■保険料の納付は口座振替に変更でき
ます
保険料の納付が年金からの支払い（特別

徴収）の方は、口座振替に変更できます。
詳しくは問い合わせください。

■保険料の納付が難しいとき
保険料の納付相談を行っています。失業、

災害などの理由で納付が困難な方は、早め
に相談してください。

７月31日まで薄い青色 ８月１日から薄い赤色
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　市民課保険年金係（内線136）

経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、
保険料の納付が免除（猶予）される制度があります。免除

（猶予）には申請が必要で、所得審査があります。

■免除・猶予制度
▷保険料免除

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の
場合　保険料の全額または一部　（１/４、１/２、３/４）
を免除　
▷納付猶予

50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一
定額以下の場合　保険料の納付を猶予
※学生の方は、学生納付特例を利用してください。

■申請の手続き
７月１日（木）から、市民課または多治見年金事務所

で、令和３年度分（令和３年７月～令和４年６月）を
受け付けます。
※２年１カ月前までさかのぼって申請できます。

■申請に必要な物
▷年金手帳　▷退職を理由に申請する方は、雇用保

険の「離職票」・「受給資格者証」など

■保険料の追納
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の期間は、10

年以内であればさかのぼって保険料を納めることがで
きます。

国民年金保険料には特例免除があります。失業、事
業の廃止、天災などに遭った方や障がい者、寡婦の方、
新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難になっ
た方は相談してください。

　市民課保険年金係（内線123）または多治見年金事務所（☎㉒0255）

国民年金保険料の免除申請を受け付けます

後期高齢者医療に加入している皆さんへ
保険証の更新・保険料額決定のお知らせ
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